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３０歳以上の女性対象����

�� 毎年受診間隔
30歳以上の女性対象

���

��
視触診（希望者にマンモグ
ラフィーを２年に１回）検査内容

毎年受診間隔
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　国の「がん重点健康教育及びがん
検診実施のための指針」が一部改正
され、子宮がん検診と乳がん検診
の対象や受診間隔などが次のとお
りになります。
　胃・肺･大腸のがん検診や基本健
康診査は、今までどおり年１回検
診となります。

　頸がんの発生は２０～３０歳代で増加し、特に２５～２９歳はここ２０
年間で３～４倍に急増しています。
　頸がんにはヒトパピローマウイルスの感染が関与しており、
性感染の危険性の高い若い年代ほど検診の必要性があります。
　体がんは、５０～６０歳代で多く診断されるがんで年々増えてい
ます。早期の段階で出血をすることが多いので、不正出血や下
腹痛などの自覚症状がある方は受診しましょう。

　乳がんは、４０歳代より急増し、５０歳代からは死亡率が高
くなります。
　例えば、４５～４９歳の女性で、胃がんと比較しても、乳がん
の発生率は約３倍も高いのです。また、この２０年間で乳が
んにかかる人も約２倍に増えています。
　４０歳以上の女性の方は、乳がんの発見にとても有効なマ
ンモグラフィーと視触診併用による検診を受けましょう。
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※グラフは「地域がん登録」研究班による全国推計値（1998年）
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�������受付時間、検診料金など問い合わせは福祉課保健サービス係まで。（「ゆとろ」内・�２３－2346）
����　北海道対がん協会札幌検診センター（札幌市東区北２６条東１４丁目）
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�����：バスで検診センターまで送迎します。
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������平成18年3月31日（金）まで
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4月4日（月）、5月10日（火）、6月6日（月）、
7月6日（水）、１２月2日（金）、
平成１８年3月1日（水）、3月3日（金）

ゆとろ

4月5日（火）、7月7日（木）、11月9日（水）西当別コミセン

������������	
�

検診車で受診を行います。
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１１月２日（水）
１１月４日（金）ゆとろ

１０月２８日（金）西当別
コミセン
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　介護保険による要介護（要支援）

認定申請者に対し訪問調査業務に

従事する「介護認定調査員」と介

護サービス計画業務に従事する

「介護支援専門員」を募集します。

▼����　介護支援専門員の資

格を有する満50歳未満で普通自動

車運転免許所持者。
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　町在宅介護支援センターでは、

町内と近郊の介護保険サービス事

業所・施設に関するガイドブック

を作成しました。

　サービス内容や利用料金、職員

配置など充実した内容になってい

ますので、自分に合ったサービス

を選んだり組み合わせたりする上

で役立ちます。

　センター窓口で閲覧、コピーもで

きますので、是非、活用ください。

▼���　町在宅介護支援セン

ター（「ゆとろ」内・�２５－５１５２）

▼����　各１名

▼����　４月1日から平成18年

３月31日

▼����　月～金曜の８時45分

～17時15分のうち、週29時間以内

▼���　ゆとろ（西町）

▼����　170,700円

▼����　履歴書・本人の住民

票・介護支援専門員の資格を証明

する書類・運転免許証

▼����　３月17日（木）

▼�����　福祉課介護サービ

ス係（「ゆとろ」内・ 23－3029）
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14日以内

健康保険証など

①健康保険未加入者が健康保険に加入したとき
②他市町村から転入したとき
③健康保険が変わったとき
④健康保険の被保険者等が変わったとき

医療受給者証（健
康手帳）など

⑤氏名を変更したとき
⑥同じ市町村内で住所を変更したとき
⑦死亡したとき（死亡の届出義務者）

医療受給者証（健
康手帳）・健康保
険証など

⑧国保加入者が入院のため、他市町村の病院
   等に住所を変更したとき（居住地特例）

すみやかに

⑨居住地特例に該当しなくなったとき

医療受給者証（健
康手帳）など

⑩健康保険加入者でなくなったとき
⑪他市町村に転出するとき
⑫障害の状態に該当しなくなったとき
��������	
����������������������

　ツ反・ＢＣＧがお済みでない6カ
月以上4歳未満のお子さんは、��
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��������	予約の必要は
ありませんが、母子手帳を持参し、
直接会場にお越しください。
▼��　ツ反　　3月8日（火）
　　　　ＢＣＧ　3月10日（木）
▼��　13時～13時30分
▼��　ゆとろ（西町）
▼���　福祉課保健サービス係
（「ゆとろ」内・�23－2346）
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▼�����満６０歳未満の保健師

・助産師・看護師いずれかの資格

を有する方。

▼����　2名

▼����　4月1日～平成18年3

月31日　

①1カ月に９日間程度　１名

②1カ月に３日間程度　１名

▼����　8時45分～17時15分

▼����ゆとろ（西町）

▼����　機能訓練事業、健康

相談、予防接種業務、乳幼児健診、

家庭訪問指導など。

▼��　①月額85,400円

　　　　②日額  9,500円
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�� �� ▼����　履歴書・免許書の写

し・本人の住民票

▼����　3月25日（金）

▼�����　福祉課保健サービ

ス係（「ゆとろ」内・�23－2346）

���������	～当別町の

「老人医療費助成制度」が適用さ

れる68歳と69歳の住民税非課税世

帯の方。

�����～道の「老人医療費助

成制度」が適用される昭和14年7月

31日以前生まれの70歳未満の方。

▼��　福祉課福祉係（「ゆとろ」

内・�２３－３０１９）　

　老人保健法などの対象になる方

が、次の表の要件に該当するとき

は、必ず届け出をお願いします。

��������～老人保健法が

適用される昭和7年9月30日以前に

生まれた方または、６５歳以上７５歳

未満で障害認定を受けている方。
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